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菊名地区センターの 
閉館時間変更のお知らせ 

緊急事態宣言により、神奈川県では、特措法第 45 条第 1 項に基づき、生活に必要な場合※を除き、

徹底した外出の自粛を求めていますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴うキャンセルについては、利用料金の返還が可能です。 

対象となる期間の定めもございますため、まずは施設職員までお問合せください。 

菊名地区センターは 

１月12 日（火）から緊急事態宣言解除まで 

 月曜日から土曜日の閉館時間を 

午後８時に変更します 

＊日・祝（休）日は午後５時閉館です 

＊開館時間は通常通り（午前９時00 分から）です 
 

 

引き続きマスクの着用に 

ご協力ください 
ＱＲコード(港北区ホームページ) ＱＲコード(港北区ツイッター) 

※生活に必要な場合：医療機関への通院、食糧・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、 

自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの 

 


